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令和３年度 東京都税制調査会第５回小委員会 

 

令和３年１０月１日（金）１０：００～１１：４３ 

都庁第二本庁舎３１階 特別会議室２１（オンライン開催） 

 

【三浦税制調査担当部長】  それでは、各委員の皆様、お集まりのようですので、小委員会を始めたい

と思います。 

 本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 これから、令和３年度第５回小委員会を開催させていただきます。 

 今回の小委員会につきましても、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、オンライン開催とさせて

いただきました。 

 本日は、既にお送りしております答申の案文を御参照いただきながら御審議をいただければと存じます。 

 なお、本日は宮本委員が所用のため欠席されておりますことを御報告申し上げます。 

 それでは、今後の進行につきましては諸富小委員長にお願いしたいと存じます。 

 諸富小委員長、よろしくお願いいたします。 

【諸富小委員長】  皆様、おはようございます。 

 本日も御参集いただきまして、ありがとうございます。 

 早速、議事に入らせていただきます。 

 本日は、令和３年度東京都税制調査会答申の案文について御審議をいただきます。 

 先日の第４回小委員会でいただきました御意見を踏まえまして、答申の案文を修正いたしました。本日

は、修正箇所を中心に審議をいただきたいと思います。事務局の説明の後に審議という手順で進めさせて

いただきます。 

 それでは、事務局から、答申の案文について説明をお願いいたします。 

【内田税制調査担当課長】  では、事務局より御説明させていただきます。 

 今回は、前回の第４回小委員会で各委員の皆様からいただいた意見に基づいた主な変更点を中心に御説

明させていただきたいと思います。 

 ただ、いろいろ御意見をいただきましたけれども、第７期中の議論との兼ね合いとか、その他時間の制

約等もございますので、全ての意見が反映できているものではないということについては、あらかじめ御

承知おき願いたいと存じます。 

 それでは、変更点について御説明させていただきます。赤字の部分が変更点となっております。 

 １ページ目、「Ⅰ 税制改革の視点」「１ 基本的視点」「（１）少子高齢・人口減少社会」のところ

からとなります。 

 前回、高齢者にかかる費用をどう減らすのか議論になりがちなのですけれども、現役世代が力を発揮す

るためにという視点が必要だという御意見をいただきまして、それで、まずサマリーの中にもございます

けれども、あと本文、２ページのほうにパラグラフを１つ追加させていただいております。 

 サマリー部分を読ませていただきます。 

 高齢者のみならず、子育て世代、現役世代を含め、給付・負担を全世代が広く支える「全世代対応型

の社会保障制度」への転換が重要 

 ということになってございます。これが１つ目でございます。 

 もう一つが１ページの本文の中段にございますけれども、前回、社会保障の増加分を消費税だけで賄う
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ことは予定されていないという御意見をいただきましたので、こちらを「消費税」から「税収」という形

に置き換えさせていただいてございます。 

 続きまして、４ページ、「地方分権改革の推進」というところでございます。 

 こちらは前回、女性や外国人労働者などにつきまして、生き生きと働ける環境だけでなくて、多様な人

材が尊厳を持って生活できる環境を整備することが必要ではないかという御意見をいただきました。そこ

で、該当する部分につきまして、「尊厳をもちながら安心して暮らせる」と修正させていただいてござい

ます。 

 次の５ページ、「（３）財政の持続可能性の確保」のところでございます。こちらは、コロナの収束を

見据えて新規の財源確保、あるいは国と地方と共同で責任を果たしていくことが必要ではないかという御

意見をいただきましたので、本文とサマリーの文章を、「社会保障関係経費等の増大に対応した国税及び

地方税の充実・確保など、喫緊の課題について丁寧に説明し、国民の公平感を高める努力が必要」、この

ように修正させていただいてございます。 

 次の修正が９ページになります。「２ 時代の変化に対応した視点」「（１）新型コロナウイルス感染

症による経済・社会への影響」というところでございます。こちらは、９ページの下段からになりますけ

れども、コロナの後遺症が医療機関とか労働市場に与える影響について触れたほうがよいのではないかと

いう御意見をいただきました。その関係で、９ページから１０ページにまたがるパラグラフを追加させて

いただいております。 

 続いて、１１ページの最後のほうに赤を入れておりますけれども、ギグ・ワーカーについて、個人事業

税の部分とつなげていくようにすればいいのではないかという御意見をいただいております。こちらにつ

いては、まず、こちらにあるとおり、「既存の職業の枠にとらわれない」という文言を追加させていただ

きました。あと、後ほど４９ページ目のところでも紹介いたしますけれども、つながりが出るように文章

の追加・修正をさせていただいております。こちらのほうは４９ページのところで御紹介できればと思い

ます。 

 続きまして、１２ページ、「所得格差に対応した税制」となります。こちらは、若年層と高齢者層との

所得再配分効果について顕著であると分かるように書いたほうがいいのではないかという御意見をいただ

きました。そこで、本文２つ目のパラグラフのところをこのように修正させていただいて、その辺りが分

かるようにさせていただきました。 

 次の１３ページとなります。こちらは、生活保護が増えているのですけれども、それが直接格差拡大に

なっているというわけではない、現に増えていないということもあり、誤解のない書き方にしていただき

たいという御意見がございました。 

 こちらは、内部でもいろいろ検討しましたところ、会長にも御相談をしたのですが、やはり格差拡大の

結果が生活保護ということであって、生活保護が格差拡大の原因というわけでもないので、誤解がないよ

うにするために、当該パラグラフをここでは削除する形で対応させていただいております。 

 続きまして、１４ページ、「税制のグリーン化」のところです。こちらは、１４ページと１８ページの

本文となりますけれども、「公平の観点から環境負荷に応じて負担を求める」というところについて違和

感があるという御意見もありましたので、ここでは誤解のないように「公平の観点から」という文言を削

除させていただいております。 

 続きまして、２５ページ、「税制改革の方向性」の中の「真の地方自治の確立に向けた税財政制度のあ

り方」のところです。「（１）地方法人課税」の「イ 地方法人課税の偏在是正措置」のところになりま

す。２５ページがサマリーで、２７ページが本文となります。 
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 ここでは、まず、「受益と負担という地方税の重要な原則に反する」というところについての説明が足

りないのではないかという御意見をいただきました。そこで、２７ページの該当部分につきまして、「法

人が受けた行政サービスに応じて負担する地方税を財政調整の手段として国税化し、応益関係のない地方

に配分するものであり、受益と負担の対応性を重視する地方税の原則に反する」、このように文章を修正

させていただいております。サマリーもそのように採用させていただいております。 

 ２７ページでもう一つ、ここでは御意見として、地方税法人課税で事実上の国税化をしておる、事業税

について譲与税化している、森林環境税についても同じようなプロセスをたどっているのではないかと。

例示でもいいので、法人課税のパートに似たようなことが森林環境税で起きている、そういった記載があ

ってもいいのではないかという御意見をいただいておりました。そこで、２７ページの下から２つ目のパ

ラグラフですけれども、ここをこのように追加をさせていただいてございます。 

 続きまして、３１ページ、「法人事業税の外形標準課税」のところでございます。具体的には３２ペー

ジですけれども、ここでは御意見としまして、中小企業の外形標準課税について、人件費を引いてから課

税するなど、課税ベースのあり方を考え直したほうがいいのではないかという御意見をいただきました。

そこで、３２ページの下から２つ目のパラグラフのところに、「また、付加価値額から人件費を除く等、

中小法人に適した課税ベースについて検討すべきという意見もあった」、このように追加させていただい

ております。 

 続きまして、３５ページ、「（２）消費課税」の「イ 地方消費税の清算基準」となります。こちらは、

清算基準の趣旨を目指して改正しておるのですけれども、結果的に統計データの一部の除外とか、人口割

合の引上げとか、従業者の引下げと、あくまで結果としてこのようになったということなので、そこは整

合性が合うように文章の修正をお願いしますという御意見がありました。そのため、３５ページにありま

すような書きぶりにそれぞれ修正させていただいております。それぞれまた御確認いただけたらと思いま

す。 

 続きまして、３９ページ、「（３）個人所得課税」の「ア 個人住民税の現年課税化」のところでござ

います。こちらは、現年課税について、給与所得を得た段階から支払う仕組み、例えば予定納税とか源泉

徴収をどこまで整備できるかが課題だというような御意見をいただきました。対応としましては、源泉徴

収及び予定納税を含めて納税の部分の電子化などが必要だという書きぶりに、３９ページのとおり修正さ

せていただいてございます。 

 続きまして、４１ページからですけれども、まずここで一つありました御意見が、累進所得課税という

のは総合課税制度ではないかという御意見をいただきましたので、こちらのページと続く４３ページなど

を総合課税制度というふうに修正をさせていただいてございます。 

 ここでもう一つ御意見をいただきましたのが、引上げは妥当なのですけれども、国、地方の取り分とか、

国税、地方税のどちらを上げるかなど、そういったことも考えておかなければならない、そういった御意

見を複数いただいておりました。その対応としまして、サマリーと本文の該当箇所にもありますとおり、

「主要先進国の税率を参考にして引き上げること及び国・地方間の配分について検討すべき」、そのよう

に文章を修正させていただいてございます。 

 続きまして、５０ページ、「個人事業税」になります。先ほど紹介しましたギグ・ワーカーの部分とつ

ながるように、５０ページの下の部分の文言をこちらのように修正させていただいたということになって

ございます。 

 続きまして、５２ページ、「都の重要施策を支える税制の役割」という部分でございます。こちらは、

このページの一番下にある課税自主権の②の表現が分かりにくいのではないかという御意見をいただきま
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した。そこで、「税で措置するという手段が、政策目的の実現のために効果的か」、このように文章を修

正させていただいております。 

 続きまして、５４ページ、５５ページ、「地方財政調整制度」のところでございます。こちらは、最後

の結論の部分について複数御意見をいただいたところでございまして、第７期中の平成３０年度の答申の

文章を採用したほうがよろしいのではないかということでございましたので、平成３０年の答申の文章に

合うように結論のところを修正させていただいてございます。 

 続きまして、５６ページ、５７ページ、「２ 時代の変化に対応した税制度の構築」「（１）コロナ禍

に対応するための税制」のところです。「ア 感染症対策のための将来の税制構築に向けて」という部分

でございます。 

 こちらは複数の御意見がございまして、１つは、国の特別会計であることとか世代間負担を緩和するた

めに、より早く償還する必要がある、こういったことについて言及したほうがいいのではないかというお

話がございました。もう一つは、サマリーの部分で、地方に配分することなどと細かく書いていくと、や

り方を拘束して、後々整合性が取りづらくなるのではないかという御意見をいただいておりました。その

ため、５６ページのサマリーにあるような形に文章を直させていただいております。 

 念のため、サマリーの部分を読ませていただきます。 

 国は、上記のとおり課税した場合の税収について、新型コロナウイルス感染症及びその他の新興感染

症対策費用として収支を明確にするとともに、早期に償還することで世代間の負担の平準化を図るため、

適切な時期に特別会計化すべき 

 そのように修正させていただいてございます。 

 続きまして、５９ページ、６０ページ、「ウ 税務行政のデジタル化の推進」のところでございます。

こちらは、やはり複数の委員の先生から、税制の簡素化とかデータの利活用などについて御意見をいただ

いたところでございます。そのため、５９ページのサマリーと６０ページの本文をそれぞれ修正しまして、

税制の簡素化や行政におけるデータの効率的な活用などを検討する、その旨を記載させていただいており

ます。あわせて、６０ページの１つ目のパラグラフのところにつきましては、それ以降のパラグラフへの

つながりをよくするために、事例のほうを差し替えさせていただいてございます。 

 続きまして、６１ページ、「（２）環境関連税制」「ア 税制のグリーン化に向けた取組」というとこ

ろでございます。 

 こちらは２つ目のパラグラフが赤くなっていますけれども、こちらは外部不経済の内部化につきまして、

「汚染者負担の原則」とか「現在と将来世代との間の公平」及び「応益原則」というのが記載されていた

のですけれども、内容にそごがあるので修文が必要ではないかという御意見をいただいておりました。そ

のため、６１ページのパラグラフのように修正させていただいております。 

 外部不経済の内部化に寄与するとともに、環境保全に係る費用は、原因者が環境負荷に応じた負担を

負うべきであるとする「原因者負担の原則」や将来にわたる環境への影響抑止という「現在と将来世代

との間の公平」とも合致する 

 このように修正をさせていただいてございます。 

 続きまして、６２ページでございます。こちらは、森林環境税につきまして、もともと「基本的視点」

の部分なんかに影響するので、地方自治体としては触れておくべきではないかという御意見をいただいて

おったのですけれども、ここにパラグラフを３つほど追加させていただいているところでございます。追

加した最初の２つは森林環境税についての説明となっておりまして、最後の１つにつきましては平成２９

年度の答申を参考にした文章を追加させていただいてございます。 
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 続きまして、６４ページ、こちらは「イ 『地球温暖化対策のための税』の将来像」のパートとなりま

す。ここでは、下のほうにありますけれども、化石燃料に対する税負担のあり方について、下流課税とい

うのが可能なのだろうかという意見をいただきまして、文章として「課税の実現性も含めて検討を進める

べき」というふうに修正をさせていただきました。 

 次に、６６ページの上のほうですけれども、こちらでは、ドイツでは雇用側だけではなくて労働者側の

社会保険料の軽減もあったのではないかという御意見でした。確認してみたところ、確かにドイツではそ

のようにされていたというふうになっておりましたので、６６ページにあるとおり、「及び労働者」とい

うふうに修正をさせていただいてございます。 

 続きましては、７８ページ、「（３）自動車関連税制」「イ 自動車関連税の改革」のところでござい

ます。走行距離課税についてあまり後ろ向きにならないような書き方にしてほしいという意見がございま

したので、「今後、こうした課題を整理するとともに、国や民間事業者とも連携しつつ、その解決策を検

討していく必要がある」、このように文章を修正させていただいております。 

 最後、８１ページ、「（４）デジタル経済に対応した税制」となります。こちらは、１９ページのほう

で、過去の案で検討されていた業種の制限という言葉が削除されたため、「デジタル課税」という呼称は

適切ではなくなったと。このようにさせていただいていましたので、「デジタル課税」という名称を変更

させていただきまして、ごらんのとおり「ＯＥＣＤ案 第１の柱により」という形で文章を修正させていた

だいてございます。 

 あと、４１ページの最後のパラグラフのところで修正が漏れていたところがございましたので、こちら

は別途修正して、また後ほどお示しさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。 

 私からの説明は以上になります。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 では、ただいまの説明につきまして御意見を皆様からいただきたいと思います。御意見のある委員は画

面に向かって手を挙げていただければと思います。あるいは、画面に映っていない委員の皆様は御発声を

お願いいたします。いかがでしょうか。 

 会長、よろしくお願いします。 

【池上会長】  今、事務局から説明しました修正案につきましては、先ほども御発言がありましたが、

私と諸富先生の判断で修正を行ったということでございまして、それぞれの文言について一々確認しつつ

やっていきました。その結果であるということについて御理解いただければと思っております。 

 それから、４１ページの点ですが、実は吉村先生だったか、金融所得課税の税率が今一律２０％分離課

税になっているのは、御存じのとおり国税と地方税を合わせた税率です。それに対して、その下の５％か

ら４５％の７段階の超過累進税率というのは国税だけなので、そこはバランスが取れないわけです。そこ

のところもバランスが取れるような書きぶりに修正させていただきます。 

 以上です。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 では、ほかの委員の皆様、コメント、御質問等はございますか。 

 では、高端委員、よろしくお願いします。 

【高端委員】  高端です。 

 何点か触れたいと思います。これはそんなに重要度が高くないのですけれども、１１ページの今回修正

を入れていただいたところです。「既存の職業の枠にとらわれない」、つまり働き方とか雇用関係にある

ないとか、そういう働き方の既存の枠にとらわれない形が増えてきたというのはそのとおりですけれども、
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「職業の枠にとらわれない」というのは、「職業」という言葉の定義によるかもしれないですけれども、

正しい描写なのかなと思いました。既存の枠にとらわれない新しい働き方が出てきたというのはそのとお

りだと思います。一応申し上げておくという程度のことです。 

 次に、２５ページのサマリーと２７ページの本文のところに関してですが、これは前回申し上げようか

と思って、ほかにいろいろあったので漏らしてしまったことであるとともに、昨年度までの答申で同じよ

うな述べられ方が多分されていたと思うので、このタイミングで問題提起していいのかどうかというのは、

私自身気になるところではあるのですが、一応私の感じたことを申し上げておきます。 

 まず、サマリーのほうで見ると、書きぶりを直したほうがいいのではないかというのは、私が前回申し

上げたことで、御対応いただいてありがとうございました。その上で、「法人が受けた行政サービスに応

じて負担する地方税を財政調整の手段として国税化し、応益関係のない地方に配分するものであり、受益

と負担の対応性を重視する地方税の原則に反する」という表現が、まず前段の法人が受けた行政サービス

に応じて負担する地方税を財政調整の手段として国税化することが問題だというのはそのとおりだと思い

ます。国税化して、応益関係のない地方に配分するものであるというのもそのとおりだろうと思います。 

 ただ、この場合、もう国税化するわけなので、「受益と負担の対応性を重視する地方税の原則に反する

というのが批判の論点としてずれているのではないか。つまり、もう国税化しているわけですよね。そう

すると、例えば交付税なんかも、これは交付税化も含めての話ですけれども、そもそも受益と負担の対応

性の外側のところで、別の論理で必要性があって財政調整でやっているわけですよね。国税化して配分す

るということが応益原則という地方税の重要な原則に反するというのが、これは批判として成り立ってい

るのかなというのが少し気になっていまして、ほかの委員の皆様がどうお感じになるのかなというところ

は気になります。その２ページの後の２７ページのところも、同じ表現になっていて、それは同様の理由

で私は違和感を抱きました。 

 さらに、一応申し上げておくと、国税化措置ということで譲与税化と交付税化を一くくりにして批判を

加えているわけですけれども、譲与税化して配るということと交付税の原資に入れるということは性質が

違う。私の感覚でいくと、国税への逆移譲で、交付税の原資を豊富化するというのは、譲与税化と比べれ

ばあり得る手段ではあると思うので、いずれにしろ、譲与税化と交付税化を一くくりにしているのも少し

気になりましたが、だから絶対にこう書き直すべきだというほどのこととは私は感じておりませんので、

一応申し上げておくという程度の話です。 

 あと２つ、手短に済ませます。 

 ６４ページ、これは言葉の問題ですけれども、今回直していただいたところの「実現性」という表現で

すが、あまり「実現性」と言わないのではないか。「実現可能性」のほうがいいのではないかと感じまし

た。 

 最後です。参考資料のほうに話になるのですけれども、２か所ほど、これは確認してもいいのではない

かと思いました。 

 １つは、参考資料のＰＤＦのページ数でいくと３ページ、振ってあるページ数でいくと２ページになり

ますが、「地方法人課税の偏在是正措置等による影響額の推移」ということで、これは注を見れば東京都

の話をしているのだなというのは分かりますけれども、図のタイトルにも東京都の影響額としておいたほ

うが、紛れがなくていいのではないかということです。 

 同じく、参考資料の振ってあるページ番号だと５ページ、ＰＤＦでも５ページです。「『ふるさと納税』

に係る控除の適用状況の推移（個人住民税）」という表がありますが、私もそうなのですけれども、これ

は目が弱っている人にとってはかなりハードルが高いのではないか。ここまで５年度間を並べて、さらに
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令和３年度をブレークダウンしたものが右側にあるので、例えば横幅の少し項目を減らして小さくした上

で、少し見やすく拡大してあげてもいいのではないかと思いました。 

 以上です。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 では、一旦、手を挙げていただいている委員の皆様に順次御発言いただいてから、池上会長及び事務局

に回答すべき点についてお答えいただきたいと思います。 

 では、次に佐藤委員、次に土居委員に御発言いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【佐藤委員】  よろしくお願いします。気づいたところは３点ほどですけれども、２ページのところで

す。「『全世代対応型の社会保障制度』への転換」というのは、うたい文句みたいにしてよく出てきます

けれども、転換というときに、単に予算を充てればいいという話ではなくて、後に給付つき税額控除が出

てくるように、新しい制度が必要なのですね。これは単に予算配分を見直せば何とかなるという話ではな

いのです。この辺り、社会保障の担い手である現役世代への支援、つまり、新しい制度の創設も含めてと

か、そういったことを考えないと、例えば単に児童手当をあげればいいのかという話になってしまいます

ので、それは少し違うよということだと思うのですね。それが１つ目。 

 それから、３７ページ目のところで個人住民税の話が出てきて、別にここに何かオブジェクションがあ

るわけではないのですけれども、実は４５ページの私的年金のところで、一時金と給付金のところの所得

区分の違い、雑所得か、あるいは一時所得か、そういう所得区分の違いの話が私的年金のところに出てい

たなと思ったときに、実は同じ問題が個人住民税にもあります。これは今後の課題でいいのですけれども、

例えばフリーランスは事業所得、サラリーマンは給与所得なわけで、控除の仕組みが違う。これは前も言

ったような気がするのですが、なので、所得区分の見直しというのは、これは個人住民税というよりは所

得税だと思うのですが、そこでも問われてくるのかなという気はしました。今回の議論は、現年所得課税

の話なので直接は関わらないかもしれませんが、少し気がついたまでということです。 

 あと、６０ページ目、これが一番大きいコメントになりますけれども、最後のところで、今回、デジタ

ル化に向けてということで情報の利活用等々を言っていただいたのは結構なのですけれども、「既存の法

令等にも留意しつつ」と書いていますよね。既存の法令に留意したら何もできないのですよ。なぜかとい

うと、今の個人情報保護条例であれ、各種の仕組みが既にこの段階でデータの利活用を縛ってしまってい

るのです。なので、既存の法令自体を見直せと。法令なので、法律だけではなくて、政令だろうが、省令

だろうが、通知だろうが、あるいはローカルルールといいますか、単なる現場での解釈も含めてというこ

とになりますけれども、留意していたら前に進まないのです。なので、厳密に言えば、既存の法令をきち

んと見直しつつだと思いました。 

 取りあえず以上です。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 続きまして、土居委員、よろしくお願いします。 

【土居委員】  修正、どうもありがとうございました。 

 地方財政調整制度のところの点は平成３０年度のものを採用するということで、私はそれでいいと思い

ます。 

 もう一つ、それに類するところでありますけれども、２５ページと２７ページのところですが、地方税

という言葉に何を込めているかということにかかっているのかなという気はしています。確かに、高端委

員がおっしゃるように、国の財政調整制度を前提とした徴税ということであれば、別に受益と負担の関係

がそこで崩れたとしても、もともと税収の格差是正ということなので、受益と負担の関係が崩れるという
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ことをある意味意図しているということにはなるわけです。けれども、私は事務局が言いたいことと同意

見なので、そこはこの文章の意図は生かしていいのではないかとは思っています。ただ、誤解を招く表現

になっているとすれば、その部分は修正をしたほうがいいのではないか。 

 つまり、私は前回もそういう表現で、口頭で申し上げましたけれども、地方税というよりかは地方自治

体が徴収した税を国税として徴収するというか、品のない言い方で言えば、国が地方から召し上げる、こ

ういう形での偏在是正措置というものはいかがなものかということが言いたいということなのではないか。 

 だから、ここに書かれていることは、そもそも法人事業税として地方自治体の税収となっていたものを

国が召し上げている、それから法人住民税として地方自治体が取っていたものを国が召し上げる、こうい

うところを批判しているということに限っているということだと思うのですね。あと、森林環境税で個人

住民税の均等割という形で地方自治体が徴税していたにも関わらず、それを国が召し上げる。その部分を

言いたいということだと思うのですね。それを修文案では、地方税という言葉で表現すると。 

 ただ、我が国の地方財政制度、地方税制は、釈迦に説法ですけれども、地方税法という国の法律に規定

されているというところが第一義的にあるわけです。地方税と言いながらも国の法律で規定している、そ

ういう位置関係にあるということを考えると、地方税というものが、私が意図している、恐らく事務局も

そう意図していると思うのですけれども、地方自治体が一旦徴収していてとか、ないしはこれまでの仕組

みとしては地方自治体が徴収してそのまま国が召し上げないという仕組みだったのに、それをここで言う

ところの国税化している、そういう関係なのだと思います。 

 だから、地方法人税は確かに交付税財源になっているのですけれども、だったら、国の法人税でそのま

ま地方法人税とラベルを貼り替えて、その部分だけダイレクトに国が徴収すればいいのではないかという

話とパラレルになっているところなのだと思います。なので、その誤解を招かないような表現ぶり、地方

税ということよりは「地方自治体が徴収している税」というふうに、一旦地方が徴収事務に携わっている

ということを意図するような書きぶりにすれば、財政調整のための財源を国が取ってはいけないというこ

とではないと思います。それはそもそも地方自治体の手を煩わせることなく取ればいいということなのだ

と思いますけれども、地方自治体の手を煩わせながらさらに召し上げているということだから批判する、

そういう位置づけになっていると思います。意図している内容自体は、私はそのまま残していいと思うの

ですけれども、誤解を招く表現であれば、どう表現すればいいかというのは、今少し申し上げた地方自治

体が徴収して税をというふうに、地方税と、ここの２５ページと２７ページの文章を、そういうふうな私

が今申し上げたようなフレーズとか、また別のフレーズでもいいかもしれませんけれども、それに書き換

えることにしてはいかがでしょうかというのが私の意見です。 

 以上です。 

【諸富小委員長】  今、具体的な御提案もいただきました。 

 今、３名の委員の皆様方から御意見、コメントをいただきましたので、まずは池上会長に今回の修正案

をまとめていただいた立場からお話をいただき、事務局からさらに補足的に今の３人の委員の先生方から

いただいたコメントのリプライをお願いしたいと思います。 

 ほかの委員の皆様方、御意見をお持ちであれば、この後にまた伺います。また、小林委員が参加された

ということで、小林委員からもございましたら後ほどお願いします。 

 では、池上会長、お願いします。 

【池上会長】  いろいろコメントをいただき、ありがとうございます。 

 今、出されましたコメントはいずれも素案を修正したところで、修正した結果、さらに議論を呼ぶとい

う、当然と言えば当然なのですけれども、それについてのコメントが多かったと思います。 
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 もちろん文章の表現を書き換えればということについては、例えば先ほどの「職業」は、最初はたしか

「仕事」と書こうとしていたのですが、どういう表現に書き換えれば適当かということについては少し考

えさせていただきます。 

 それから、高端委員、土居委員からありましたのは、受益と負担の対応関係を重視した地方税の原則に

ついて、今行われている偏在是正措置をどのように評価するか、バランス取れた表現になっているかどう

か、ということについてのコメントでした。 

 ここについては、恐らく委員の意見が全員一致しているわけではないということはよく知っております

ので、その中でここまでは書けるのではないかと思っています。ただし、御意見をいただきましたので、

今いただいた御意見を酌みつつ、どういう表現にすれば適当かということを、時間をいただいて考えさせ

ていただければと思います。その点について、意図は分かりましたので、あとはお任せいただければあり

がたいと思っております。 

 それから、全世代型社会保障について、これは今回入れたわけですが、それは転換というのではなくて、

新しい制度が必要だという表現ではないか、これは佐藤委員から御意見がございました。ここも表現を考

えさせていただきます。 

 それから、佐藤委員からは、住民税、所得税を通じた所得区分の見直しについてという点もあったので

すが、これはここで議論をあまりやっていないところであります。御意見をいただいたのですけれども、

急に変えるのもなかなか大変なので、今後の課題になるのではないかと思っております。 

 それから、６０ページのデジタル経済のところで、行政のデジタル化にふれたところですけれども、「既

存の法令等にも留意しつつ」と言うと既存の法令に手をつけないように読めるではないか、そういう御批

判かと思います。そのように思っているわけではないので、既存の法令そのものも見直しの対象になると

いうことを分かるような表現にします。 

 なお、参考資料に関する高端委員からのコメントについては、できる限り対応したいと思います。 

【諸富小委員長】  会長、ありがとうございました。 

 では、事務局から、今の会長のお答えに対してさらに補足的な説明等がございましたら、よろしくお願

いいたします。 

【内田税制調査担当課長】  特にはございませんけれども、土居先生がおっしゃっていただいたときに、

音が割れてよく聞こえなかったのですけれども、修文の案のところをもう一度お聞かせいただけるとあり

がたいのですけれども。 

【土居委員】  私、発言はしたのですが、本文そのものをまじまじと見てみると、我が申し上げたこと

が日本語としてそのままダイレクトにははまらないかなと思ったもので、さっき言ったことと違う言い方

に変えるというところをお許しいただければと思います。 

 先ほど申し上げたところは、「法人が受けた行政サービスに応じて負担する地方税を」、そこの表現に

ついて修正をしてはどうかということを申し上げました。その点には変わりはないのですけれども、高端

委員がおっしゃるような意図で誤解を招くおそれがあるので、それを「地方税（地方自治体が徴収した税）」

みたいな形にしたらいいのではないか。 

 今、括弧でくくった部分を「地方税」という単語と置き換えると、日本語としてここの文章は意味が分

からなくなってしまう、日本語として表現がおかしくなるということがありますので、さっき申し上げた

のを若干修正して、括弧でくくるということを修文案として申し上げさせていただきたいと思います。 

 ほかにもう少しこなれた表現というか、私が申し上げた意図をよりよく表現できる言葉があれば、その

言葉に変えていただく分には全く差し支えありません。 
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 以上です。 

【内田税制調査担当室長】  ありがとうございました。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 引き続きまして、他の委員からの御意見を賜りたいと思います。 

 高端委員からお手が挙がっています。よろしくお願いします。 

【高端委員】  今の点です。ごく手短に。 

 土居委員のほうで丁寧に御説明いただきまして、土居委員の御発言の内容に全く異存はありません。お

っしゃるとおりの趣旨だと思います。 

 その上で、修文ですけれども、これも御検討いただければと思うのですが、２５ページ及び２７ページ

ですけれども、「受益と負担の対応性を重視する地方税の原則に反する」のところを、土居委員の御趣旨

も踏まえると、例えば、受益と負担の対応に基づき地方自治体が徴収した税収を国が取り上げ配り直すと

いう意味で問題だと思うので、要するに紛れのない表現になればいいのかなという趣旨でございます。 

 以上です。 

【諸富小委員長】  高端委員、ありがとうございました。 

 ほかの委員の皆様、追加的な御意見、コメント等はございますか。 

 今、お手を挙げていただきました３名の委員の方々、沼尾委員、工藤委員、金井委員の順番でお願いし

たいと思います。 

 では、最初に沼尾委員、よろしくお願いします。 

【沼尾委員】  細かいところが１つと、大きな話が１つです。 

 まず１つ目は、これは出たかもしれないのですけれども、５６ページ、５７ページのところの修文で、

こちらは細かい点ですが、｢早期に償還することで」というのが出てきているのですけれども、これはすご

く唐突なので、特に５６ページのところ、「新型コロナウイルス感染症に関する特例公債の」というのを

入れておかないと、何の償還だか分からないかなと気になりました。 

 次に５９ページ、６０ページの「税務行政のデジタル化の推進」のところですけれども、前回の発言も

踏まえて、統一化・標準化を通じた効率化の話に対して、「データの効率的な活用」ということを入れて

いただいたことはよかったのですけれども、税務も含めた行政のデジタル化というのは、今後の国と地方

の関係を集権化の方向に持っていくのか、分権化の方向に持っていくのかというところでは、かなり大き

な改革なのではないかなと私自身は思っています。 

 もちろん、統一化・標準化を通じて効率化を図るという意味で、これには一定の意味もあるわけです。

けれども、前回も工藤委員もおっしゃっていましたけれども、税務以外の様々なデータを活用しながらそ

れぞれの地域の実情を把握して、きめ細かい、例えばサービスを提供するとか、地方の課税自主権の行使

みたいなことを考えるとか、そういったところにもデジタル化というものの可能性はあるのではないか。 

 そう考えたときに、今回のこの整理は、デジタル化を通じて統一化・標準化して効率化をするよという、

集権型の仕組みがすごく強調されているのですけれども、むしろローカルなデータを活用することによっ

て地方が独自に、税務行政もそうですけれども、税というものを活用していけるような仕組みを考えてい

くという視点をもう一つ入れていただけないかということが前回申し上げたかったことなのですけれども、

それがうまく伝えられなかったということで、改めて補足させていただきました。 

 今回、６０ページの最後のところに「課税自主権の発揮を阻害しない」ということを書いているのです

けれども、もう一つ踏み込んだ記述があってもいいのではないかと思ったところです。 

 以上でございます。 
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【諸富小委員長】  沼尾委員、ありがとうございました。 

 続きまして、工藤委員、よろしくお願いします。 

【工藤委員】  一つは、実は今沼尾先生がおっしゃっていただいたので、もう割愛させていただきます。

今の行政のデジタル化のところをもう少しポジティブな、といいますか、単に行政効率、税務行政の効率

を上げるというだけではなくて、データの活用による、よりポジティブな、きめ細やかなという表現があ

ったほうがいいのではないか。そうでないと、単なる行政効率の話だけにやや矮小化されるおそれがあり

ますので、ぜひそこはお願いしたいというのが一つでした。 

 もう一つは、細かい話で、冒頭に高端委員が御指摘になっていたギグ・エコノミーのところの「職業」

というのは私も若干気になった表現で、ここは少し書き込んだほうがいいと前回申し上げたので、ではど

ういう言い方が一番いいのかというのはぱっと思いつかないのですが、１１ページ、「職業」のところは

御検討いただければというのが２点目です。 

 ３点目といたしましては、８１ページ、確かに「デジタル課税」という言葉が適切ではないということ

で下の部分を消していただいているのですが、そうすると、このページは実はタイトルに「デジタル経済

に対応した税制」というのがあるだけで、どこにも章がないページになっていまして、少し読みにくいか

なというのが気になりました。 

 「デジタル課税」という言葉を使わないにしても、タイトルにある「デジタル経済に対応した税制」と

いうところがありますが、本文中に全くそれがないので、少なくとも後半のところで、もう少し分かりや

すい、例えば最後の「いずれの地方自治体において事業活動が行われるとみなすことができる」というと

ころで、「デジタル経済に関わる事業活動」とか、１か所ぐらいでもいいと思うのですが、入れたほうが

文章として分かりやすいのかなと思いました。 

 以上でございます。 

【諸富小委員長】  工藤委員、ありがとうございました。 

 続きまして、金井委員、お願いいたします。 

【金井委員】  金井です。 

 修文というよりは印象に近い点が１つですが、前回もお話ししましたけれども、少子高齢化というのは、

国レベルの話ですと社会保障とか財政の持続可能性という話になるというのは非常によく分かるのですけ

れども、地域とか空間とか土地利用にあまり言及がないなと。スポンジ化とか、そういうことへの言及が

なくて、この答申が東京都という名前を入れ替えればほとんどどこでも通用するような、それは国に対し

て提言するのだからそうだという話もあるかもしれませんが、自治体という、様々な地域とか土地利用に

関わる観点が全体に抜け落ちているなという印象です。 

 例えばコロナの影響にしても、移住がどうなるかとか、都心におけるオフィス需要がどうなるかとか、

都市とか地域に関する視点がない。どこを修正するという、別に修文案を持っているわけではないのです

が、一般的な書き方として、発想の頭が国と同じだなという気が非常にありまして、もう少しいろいろな

ところへ都市自治体としてのスタンスを出したほうがいいのではないのかなというのが印象であります。

ただ、具体的にどこを修文するのか、どこに入れるのかというのは難しいと思います。前回もその点を申

し上げたにもかかわらず入っていないということは、要するに入れにくいということなのだと思いますが、

若干、顔の見えないといいますか、土地の雰囲気がない根無し草の議論だなというのが印象としてありま

す。 

 ２点目は、言葉遣いなので細かい話なのですが、４ページの辺りですけれども、保健所が非常に大変だ

という話があって、いろいろ仕事をしましたというのはいいのです。しかし、「地方の役割が改めて広く
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認知された」と書いてありますけれども、本当は違うのではないのと。保健所の体制がいかに弱体だった

か、あるいは、自治体の行政体制の基盤がいかにもろかったかということですね。これは多分デジタル化

にもつながるので、デジタル化したらうまくいくのではないかというのは一つの対策ですけれども、本当

にそうなのかなという疑問が若干ありました。 

 特に、感染症法の仕組み自体が保健所に過大なストレスを与えるような一種の机上論に立っているので

はないかというのが、むしろ今回、明らかになったと思うのです。「役割が改めて広く認知された」と言

うのだったら、保健所は、少なくとも感染症法に対応できるだけのマンパワーとか財源、専門性を持たな

ければなりませんし、そうでないならば、保健所を通じた国の法制のあり方自体が、そもそも無理がある

ということです。原案は「広く認知された」というのは曖昧な表現だなという印象を持ちました。 

 それから、そのすぐ下、「女性・高齢者・外国人等が」というふうに名指しにするのですけれども、こ

ういうのはあまりよくないというのが印象であります。アイデンティティーに偏ったフレーミングなので

すけれども、果たしてそうなのかなと。こういうふうにカテゴライズすると、それから漏れ落ちる人が出

てきて、例えば女性が尊厳を持つのだったら、じゃあ男の尊厳はなくていいのかというような、いわばバ

ックラッシュといいますか、妬みそねみを生むような表現です。こういうのはあまりよくなくて、端的に

「全ての住民が」でなぜ駄目なのかというのが少し分からないということです。 

 例えば女性の自殺がコロナで増えたというのはそのとおりですけれども、男性の自殺はもっと多いわけ

ですよね。したがって、特定の「バラ」系のカテゴリーを出しておきながら、しかも、例えば、障害者と

か貧困という「パン」系のカテゴリーとして出していないという話になると、こういう限定列挙的に書い

ていくというのは非常に危ないと思いますので、少しどうかなという印象を持っています。以上が２点目

です。 

 ３点目は、１１ページで、税制そのものには関わらないのですけれども、「社会への影響」と書いてあ

るところが、こう言っては悪いけれども、非常に能天気な書き方になっているなという気がしています。

デジタルをみんな活用してテレワークをやって、インターネット利用があって、ギグ・ワークできるよう

になって、みんな事態に対応してポジティブに頑張っていますみたいな描き方ですけれども、やや偏って

いるのではないですか。むしろ、孤立とか、分断とか、ストレスとか、不安とか、そっちのほうが大きく

て、それに対して行政が何をすべきなのかという問題なのではないでしょうか。 

 デジタル技術を人々が自然に活用できるのだったら、それを頑張ってやってください、そんなものは行

政の仕事ではなくて、民間のデジタル業者と、みんなが金を払って整備していけばいいだけの話で、そん

なものは行政としてはほとんどどうでもいい話にしか見えない。勿論、行政は情報技術革新に追いついて

いく必要はあると思いますけれども、何か話がきれいごとにのみ偏っているなという印象を受けて、バラ

ンスが悪いなと。役所の文書だからしようがないと言えばしようがないのかもしれませんけれども、本当

に困っているときに東京都というのはそもそもそういう問題は認知してくれるのかという問題に対して、

心配を招くような表現ではないかなと思っています。 

 それから、６２ページ辺りは、森林環境税についてはかなり詳しくしていただいて本当にありがたいな

と。やはりこれは重要なテーマであります。 

 ただ、同時に、これは森林を抱えている市町村が土地管理の問題、人口減少、少子高齢化の中で手が回

らなくなっていくというのをきちんと国に訴えたから、こういう仕組みができたのです。東京都は金が余

っているから特に言わないのか、問題に気づいていないからかは分かりませんけれども、都会でも老朽マ

ンションとか空き家はすさまじい問題です。特に都会はマンションです。さまじい負のレガシーがあって、

管理には金がかかるけれども、金がないから手がつかない。民間で動くところは動いてくれるからそれは
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結構だけれども、全てが動いてくれるわけではないというところで、少し森林環境税的な陳情のパワーを

きちんと見習ったほうがいいのではないか。 

 出来上がった森林環境税は人頭税だと思いますし、安易な地方税に対する付加税を国税で吸い上げると

いう非常に無責任な仕組みだと思いますけれども、人間が少なくなって土地の管理にお金がかかるという

ことに対して、それを賄おうとした全国町村会とかの努力は非常に重要で、もう少し都市部においてもそ

ういうことをやったほうがいいのではないかと思いました。森林整備だけではなくて、同じような問題は

結構あって、その財源調達をどうするのかという話があります。 

 あと、オリンピックについてほとんど触れていないのは面白いなというのが個人的な印象でありまして、

なかったことになっているのかなと思いました。それはそれでいいのですけれども、非常に面白いなと思

いました。 

 以上が感想です。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 では、一旦ここまででいただいた御意見について、先ほどと同じように池上会長からお答えいただきま

して、ありましたら事務局から補足説明をいただきたいと思います。 

 今、手を挙げていただいている松原先生はこの後にまた指名させていただきます。 

 では、池上会長、よろしくお願いいたします。 

【池上会長】  ありがとうございます。 

 デジタル化のところの表現は、どのように地方行政あるいは地方自治体の新たな可能性を開くのかとい

うことについての記述が欲しいということで、沼尾委員と工藤委員からお話がございました。その点は、

どういう書き方ができるかということを考えます。 

 金井委員からは、少子高齢社会におけるまちづくり、あるいは土地利用の東京都の視点についての記述

がないではないか、という御指摘かと思います。これをどういうふうに入れられるのかということは少し

考えさせていただきたい。 

 それから、社会に対する影響のマイナス面についての記述が、つまり心配な面がいろいろあるではない

か、そういったことに対する記述が乏しいという点。コロナ禍における認識で、保健所の問題もあります

し、社会全体に対するマイナス面の影響がここに書かれていないではないかということであります。マイ

ナス面かどうか分かりませんが、世の中にどういう影響があるかということについて、記述のバランスの

問題だと思います。そこをどういう書き方ができるのか、今御発言がいろいろありましたので、どういう

ことが可能なのかということについて、少し考えさせていただきます。 

 それから、住民のカテゴリーの中で特定のカテゴリーだけを挙げると、そこに入っていない人はどうな

のだという話になるのではないかという御指摘があったのですが、それもそうかなと私も思いました。そ

こも工夫ができるかなと思っております。 

 それから、職業というところについては、高端委員だけではなくて工藤委員からも御発言がありました

ので、そこを工夫するということについても先ほど申し上げたとおりです。 

 具体的な文案については、どうしたらいいという案がもしあれば出していただければありがたいのです

が、だからといってそれを必ず採用するとも言えないので、どこまで書けるかということについての判断

は私に御一任いただければ大変ありがたく存じます。 

 以上です。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 では、事務局から補足的に何か御説明がございますか。 



 

14 

 

【内田税制調査担当課長】  特にこちらからはございません。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 続きまして、松原委員、どうぞ。 

【松原委員】  松原です。 

 いろいろ貴重な御意見を伺っていて、なるほどなと思ったのですけれども、私の前に御発言くださった

工藤委員と金井委員のコメントについて、横から補足という形で、池上会長、大変僣越ですが、よろしい

でしょうか。 

 まず１点目ですけれども、先に工藤先生のほうがお話しになられていたので、８１ページのデジタル課

税のところで何か入れたほうがいいという御意見があったと思うのですけれども、私としては素案のまま

でいいのかなと個人的には思っております。 

  国際課税について、現地の人たちと話をしていて、ターニングポイントが幾つかあったのですけれど

も、一番大きいのは、昨年の秋、ＥＣＪといって欧州司法裁判所というところでハンガリーのデジタル税、

ＤＳＴみたいなものがＶＡＴではない、付加価値ではないという判決が出てしまったことです。そこから

流れが沈んでいったというか、少しネガティブなほうに行ってしまっているというのがあります。あと、

当局サイドとすると税収が思ったよりも上がらないというのが一番ネックになっている。そういうことを

欧州勢からは聞きました。なので、私としては当初のこの案文のとおりでよいかなと。ただ、タイトルを

少し変えたほうがいいのかなと思っています。 

 ２点目ですけれども、金井委員がおっしゃったことに私も賛成というか、なるほどと思ったのです。別

に女性だけが自殺率が上がっているわけではないとか、そういう話も出ていて、外国人も確かにそうなの

で、言葉遣いとしては「社会的弱者」と言ったほうがいいのかなと。ぼかすというわけではないのですけ

れども、例えば外国人でも物すごく高給取りで外資系の会社で雇われている人もいれば、技能実習生みた

いな感じで本当に使い捨てみたいな、すごく大変な状況で働いている方も両方いるわけですよね。だから、

一面的に捉えるというのは誤解を招くかなという気はしております。 

 私の理解によれば、要はみんなが嫌がるような仕事もきちんとやってくれる、エッセンシャルワーカー

みたいなところに入ってきている外国人にも社会保障の網をかけろとか、税金も払ってもらえとか、そう

いう趣旨でこの話を議論していたのではないかと記憶していますので、もし置かれるのであればその辺り

を考えられたらいいのかなと思います。 

 最後に、金井委員がおっしゃっていたオリパラのことも入れてほしいというのは、私も実は密かに思っ

ていたのですが、どういう形でお入れになるかについては事務局のほうにお任せいたしますけれども、日

本の場合はコロナとオリパラを実行したという、ダブルパンチという言い方はすごく悪いのですけれども、

２つ足かせがあったのだけれども、国民のすごい犠牲の下で何とかオリパラは実行できたということもあ

るので、東京都の税調の答申だったらそれを入れておいてもおかしくないかなという気はしております。 

 以上でございます。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 続きまして、野口委員、どうぞ。 

【野口委員】  野口です。 

 本日も勉強させていただいております。ありがとうございました。 

 私からは簡単に２点、お話しさせていただきたいと思います。 

 まず１点目は、先ほど佐藤先生から御指摘があり、それに対して池上会長がお答えになった点について、

５９ページ、６０ページにある「既存の法令等にも留意」という言葉をより発展的な方向で書き直すとい
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う議論には賛成ですということをお伝えしたいと思います。 

 ただ、一方、行政の領域では、特に行政法では行政の継続性とか安定性みたいな話もありますので、必

要に応じて必要な範囲で発展的な見直しと是正を図っていく、そういうポジティブメッセージとして伝わ

っていくとよいなと願っております。これが１点目です。 

 もう一点は、大変細かくて形式的な点で恐縮ですけれども、読んでいて、２０ページの注の３０という

ところがほかの注に比べると少し簡素な書き方になっていて、７月に大枠が決まって１０月にというふう

に議論が動いているところであるので、なかなか書きづらいところではあるかと思うのですけれども、こ

の３０の書き方が例えば何かもう少しないのかなと。つまり、ほかのところは割とリジッドに何々に載っ

ているとか、こういうデータがあるというような話だったので、こんな議論があるのをどうやって証明す

ればいいのかというのは全然ノーアイデアですけれども、何かしらないかなと。もう既に御検討されてこ

の記述になっているのだと思うのですけれども、ずっと注だけ読んでいて少し気になりましたというとこ

ろです。 

 以上です。ありがとうございました。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 では、お二方の委員からの今のコメント、御質問に対して、まずは池上会長、よろしくお願いします。 

【池上会長】  ありがとうございました。 

 松原委員からは、先ほどの工藤委員からお話があった件、本文を変えるのか、それともタイトルを変え

るのか、どちらかということです。どちらを変えたほうがスムーズにいくかということを少し検討させて

いただきたいと思っております。 

 それから、外国人、女性ということについては、先ほど金井委員の御指摘について述べたとおり、特定

のカテゴリーを列挙するよりもそうではない書き方のほうがいいということですので、その点は考えさせ

ていただきたいと思います。 

 それから、オリンピック・パラリンピックについて、前回はそういう話は誰からも出てこなかったので

すが、この段階で今言われると、議論していなかったものを急に入れるというのは実は難しいと思ってい

ます。そこは税制というよりも財政負担の件ですね。入場料が入ってこなくなったとか何とかと、マスコ

ミレベルではそういうことを言われていますが、それが東京都の税制に直接響いてくるかどうか、財政に

は響くのですけれども、そういった点についてこの段階でどのように触れられるのかということは、今は

なかなかお約束できない。そこは考えさせていただきたいというのが正直なところです。 

 それから、野口委員から、先ほどの既存の法令等の表現についてのコメントをいただきましたので、佐

藤委員のコメントも含めて取り入れさせていただきたいと思います。 

 注の書き方については、私よりも事務局からお話しするほうがいいのではないかと思います。いかがで

しょうか。２０ページの注の３０ですか。 

【内田税制調査担当課長】  ここは、現在の状況を調べて、もう少し詳しく書けないか、検討させてい

ただきたいと思います。 

【諸富小委員長】  会長は今のとおりでよろしいですね。 

 事務局から補足的には何かございますか。 

【内田税制調査担当課長】  今言ったところ以外は特にございません。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 では、ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

 松原委員、どうぞ。 
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【松原委員】  これも、いつ答申が公表されるのか、私はよく存じ上げないものですから、はっきり分

からなかったのですけれども、議論をしているのは今ですけれども、公表されるのは１１月ぐらいですよ

ね。 

【池上会長】  １０月２２日には公表されます。 

【松原委員】  １０月２２日はかなり微妙かなと思いますね。今現在まとまっていないというの出てし

まう可能性が、ＯＥＣＤから合意が出てしまうのではないかなと思うのです。９月中に出すのであれば大

丈夫だったと思うのですけれども、１０月だと一般にマスコミも報道してくると思うので、その点、気を

つけたほうがいいのかなと個人的には思いました。 

 以上です。 

【諸富小委員長】  今の点は、事務局から先ほどのお答えのとおりということで、もう少し事実関係に

ついてきちっと確認を取った上で記述を最終的に決めていくということでよろしいかと思います。 

 そうしましたら、ほかに委員の皆様方、いかがでしょうか。大体、皆様、言いたいことはおっしゃって

いただけましたでしょうか。 

 どうぞ。 

【関口委員】  瑣末なところで２つですけれども、１つは入れ替えをしていただきたいというのと、も

う一つは確認です。 

 １つ目は、３５ページの消費税の清算基準のところで、前回、私が意見を申し上げて書き換えていただ

いたところで、私の趣旨に従った書き換えをしていただいたと理解しています。ただ、順番を事実に即し

て変えていただくといいかなというのがあります。「これまでの清算基準は」というところは、３つの改

正をしてきたというので、統計データの話、人口の割合、従業員の割合という３つの項目があるのですけ

れども、この項目の順番を、人口と従業員数の記述を入れ替えていただいたほうが事実に即している感じ

になるのです。 

 具体的にはどういうことかと申しますと、統計のデータというのは一部除外と差し替えなのですよね。

正確に言うと差し替えなのですけれども、それをした上で、従業員の割合というのは下げる感じになって

いて、結果として人口の割合が多くなっている、そういう感じなのです。ですから、右側の３６ページの

辺りに改正の経緯みたいなものも載っているので、そこを見ていただくと趣旨が分かると思うのですけれ

ども、基本的には統計のデータを精緻化しようという感じで、除外したり、さらに追加したりする方向で

改正をしてきていて、従業員数のほうは減っていくような感じで、減っていっている理由は、経済センサ

スを統計のほうに入れ込んでいるということで減っていって、それをやって蓋を開けてみると、人口の割

合が現在５０％ぐらいになっているという姿で、この状態から統計の割合というのを、今、供給サイドの

データになっているものを需要サイドのほうで見られないかとか、そういう話の議論に流れていくところ

ですので、先ほど申し上げたように入れ替えていただけると正確な流れになるなと。 

 一つ申し上げると、統計データの一部は除外もしているのですけれども、追加をしているのもあるので、

除外と追加というふうに書いておいたほうがよろしいかなという気はします。これが１つ目です。 

 ２つ目は、５６ページの記述のところで、書き換えもしていただいて、先ほど沼尾先生が感染症対策目

的の特例公債の償還ということで、私もそれはそういうふうに思います。 

 これは確認ですけれども、この上に書いてある「グローバルな経済活動から得られる利益や環境負荷へ

の行為に対して、課税する」という税収、こういった税収を全てコロナ対策に充てるという発想ではなく

て、感染症対策のための税収の一例として挙げているという理解でいいかどうかです。 

 これは先ほど、松原委員からピラー１が止まるという話はあったわけですけれども、あの税収がそれほ
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ど上がってこないにしても、ああいったものの税収をどういうふうに取り扱っていくのかということはい

ろいろな場面であり得ると思いますし、地球温暖化対策税とか炭素税といったものもいろいろな場面でい

ろいろな可能性があると理解をしていますので、ここで挙げている課税をするやり方は、コロナ感染症対

策のための財源の一つとしてこんな方法があり得るという記述という理解でよろしいかどうかということ

です。 

 以上です。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 続きまして、小林委員も手を挙げていただいていますので、小林委員、どうぞ。 

【小林委員】  小林です。 

 私、冒頭参加していなかったものですから、これはもう答申全体に対してのコメントということでよろ

しいのですね。 

【諸富小委員長】  結構です。 

【小林委員】  これは前回の答申から実はあった問題で、指摘しそびれてしまったので、細かいところ

を３点ほどまず指摘させていただきたいと思います。 

 まず、７６ページの最後のポツです。これは本当に細かいところで恐縮ですけれども、最終版に向けて

ということで、ＣＯ２排出量をどのように補足するかという、この「補足」は違う字ですよねというのが

一つです。「捕捉」のほうが適切ではないかなという指摘が一つ。 

 それと、次のページの下から２つ目のポツで走行距離課税の話が出てくるのですけれども、「例えば、

課税標準を車体重量又は走行距離課税に」、言いたいことは分かるのですけれども、表現としては「課税

標準を車体重量又は」という言い方にするということは、そこは「走行距離課税に」ではなくて「走行距

離に」としたほうが課税標準を走行距離にするという意味になるので、課税標準を車体重量にするか、ま

たは走行距離課税にするかみたいな書き方もあり得るかと思うのですけれども、そこは少し整合性が取れ

ていないかなという感じがするので、御検討いただきたいというのが２つ目です。 

 あと、８０ページの２つ目のポツで、「暫定税率」と出てくると思うのですけれども、まだ「暫定税率」

という表現を使っていいのかどうかというのは行政の世界で確認していただければなというところです。

暫定税率で期限つきだったものを書き換えて、「当分の間」とはついているのですけれども、そこはあり

方を変えましたよね。「暫定税率」とはもう呼ばないということになるのではないかなという気がするの

ですが、違ったのかな。もう本則のほうに書いているのではなくて、あくまで特別措置法のほうに書いて

あって、「当分の間」と書いてあるのであれば、「暫定税率」という言い方でもいいのかなと思うのです

が、その辺が少し気になったので御確認いただければというのが細かいところです。 

 それと、今日出てきた議論で気になったところが２つあるので、お話しさせていただきたいと思います。

森林環境税のくだりが追加されましたよね。さっき金井先生からも入れてくれてありがとう的なコメント

があったかと思いますけれども、あれはどこに入っていましたか。「税制のグリーン化」のところに入っ

ていたか。 

【内田税制調査担当課長】  ６２ページです。 

【小林委員】  地球温暖化対策のためのということか。それならいいのかな。もし「税制のグリーン化」

というところに書くとすると、収入目的のためだけの環境という名前のついた税を税制のグリーン化とい

うものに位置づけるのはどうかなと思ったのですが、ここであればいいのかなという気がします。 

 ただ一方で、地方税に付加したものを国が召し上げてみたいな、そのあり方がどうなのかという意味で

は、偏在是正措置のところにあった話ともかなり密接な関連をするところなので、でも、あれは偏在是正
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なのでそこに位置づけるのもどうかというのはあるので、場所としては確かにここが適当なのかなと思い

ます。結果としては、ただの感想になります。 

 もう一つオリパラの話ですけれども、個人的な印象というか感想としては、東京都から出てくる文書だ

からということで書いてほしいというコメントだったかと思いますけれども、税調で全く議論していない、

しかしそんな重たい話をこの答申に書くのは、私は責任を負い切れないなというのが正直なところで、と

はいえ、振り返ると、何も議論しなかったかということで言うと、今回４年間やりましたけれども、その

前の期だったかと思いますが、オリンピックがこれからというときに、大都市の税制のあり方というので、

わざわざ前のイギリスのロンドンオリンピックの現地調査をやってもらって、その報告書をみんなで見た

ということはあったかと思うのですけれども、それは前期にやった議論で、今期この４年間一度もこの話

はしていないのではないかと思うので、そういう意味ではこの答申でオリパラの話に触れないというのは、

私は妥当な対応かなと思いました。 

 以上です。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 そうしましたら、池上会長、今の関口委員、小林委員の御意見、コメント、御質問に対していかがでし

ょうか。 

【池上会長】  ありがとうございます。 

 関口委員からありました３５ページのところで、書く順番を変えることについては、今御説明いただき

ましたので、そこは工夫させていただきます。 

 それから、特別会計化のところは、税収をそれに充てるというふうに目的税化するわけではないですね

という確認だったかと思うのですが、それはおっしゃるとおりで、特別会計をつくるからといって、そこ

に必ず特定の税目を結びつけてほかに使えないようにするという話にはならないので、私はそのとおりだ

と思います。 

 それから、小林委員からお話がありました、今も暫定税率がどうかというのは、私も確認しているわけ

ではないので、ここは後で確認します。 

 それから、森林環境税のところは、６２ページにあるので、今は「税制のグリーン化に向けた取組」と

いうところに入っているのです。小林委員は、ここではなくて「『地球温暖化対策税のための税』の将来

像」のほうだったらいいけれども、「税制のグリーン化に向けた取組」だったら違うのではないか、そう

いう御意見でしたか。 

【小林委員】  そうです。 

【池上会長】  ということは、載せる場所を動かしたほうがいいという話ですね。 

【小林委員】  議論の余地はあるとは思うのですけれども、あれを税制のグリーン化と呼ぶのは私の中

ではかなりしっくりこないので、検討の余地があるのかなと思います。 

 そこは諸富先生の御意見も伺えたらなと思いますが、いかがでしょうか。 

【諸富小委員長】  私も小林委員の御意見に近いです。 

【池上会長】  分かりました。ありがとうございます。 

 もともとこれは前回、第４回のときに金井委員と土居委員から御発言があって、それで検討してこうい

う記述になっているのですが、金井委員はどうですか。この記述をそのまま使うのですけれども、載せる

場所を変えるというのはどうですか。アではなくて、イのほうに動かすというのはいかがですか。 

【金井委員】  はまりが悪いというのは誠にそのとおりで、しかも私も唐突に思いついた話ですが、非

常に重要なことに全く触れないのはまずいだろうなということで、どこかに触れてあればいいのではない
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か。 

 ただ、森林環境税というのは非常に多面的なのですよね。人間がいなくなった管理不行き届き土地に対

する財源確保という意味と、単なるお金、特に都市部はそういう感覚でいると思うのですね。それから、

非常に逆進的なという、非常に筋の悪いものの上に、さらに地方税に付加して、それを全部召し上げると

いう、集権的でもある上に格差拡大的でもあるという意味で、非常にまずい面も備えている。けれども、

一方で森林の管理に金がかかるけれども、その財源を確保するのをどうするのか、要するにお金がないと

きにどうするのかという議論のときに、財源調達を実現したという意味では非常にいい意味です。ただ、

それはグリーン化では全然ないですよね。グリーン化と言えばグリーン化と言えるのですかね。木を植え

て二酸化炭素を吸収したら、グリーン化と言えるかもしれないですけれども。多面的なものなのでどこに

入れるかというと入れにくいというのはそのとおりなのですけれども、触れていただいたということはあ

りがたいし、いいことではないかなと思っています。場所はどこでもいいというか、どこに入れてもフィ

ットしないということだろうと思います。 

【池上会長】  ありがとうございます。 

 それでは、どこに入れるか、考えさせていただきます。ありがとうございます。記述はこのまま使いま

す。 

 オリンピック・パラリンピックに関しては、私も小林委員が言われたのと同じようなことを考えていた

ので、先ほどああいう答え方をしたところです。それも含めて、この点はお任せいただきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

【諸富小委員長】  事務局から補足説明等はございますか。 

【三浦税制調査担当部長】  では、事務局から最後に御挨拶をさせていただきます。 

 関口委員から御指摘がありました消費税の清算基準等については、確かに前後で入れ替えということで

文書の修文をさせていただきたいと思っております。 

 また、御質問のありました、グローバルな経済活動等々から得られる税収の扱いについては、まさに関

口先生の御理解のとおりだと私どもは考えてございます。全てコロナ感染症対策のための税に使うという

ことではなくて、一例として記載したものであるという御理解でお願いできればと思っております。 

 小林先生から御指摘いただいた部分については、誤植の部分を直すとともに、暫定税率の書き方につい

ては、今もって各自治体が出しているパンフレット等では「暫定税率」という書き方をしているものが多

いのですけれども、法令の根拠を確認した上で正させていただきたいと思います。 

 オリパラの関係については、今期、実は小委員会を含めて全く議論をされていなかったということもあ

りまして、事務局サイドで勝手に追記することはできかねるということで、こちらについては記載をして

いなかったのですけれども、この扱いについてはまた池上会長と御相談させていただいた上で考えたいと

考えてございます。 

 最後に、工藤委員や松原委員から御意見をいただきましたＯＥＣＤの提案による国際課税ルールについ

ての記述ですけれども、松原先生からもお話がありましたとおり、この内容についてはまだ日々動いてい

るということで、注釈の書き方も含めて事務局としてはかなり苦慮している部分ではございます。実際に

公表されている情報の中で記載をしていかざるを得ない。また、一方で松原委員から情報をいただいてお

りますけれども、実際にＯＥＣＤのメンバーの中からは具体的な情報をいただいている部分はあるのです

けれども、ある程度公になった情報の中で書かざるを得ないというところで、できるだけその辺りを確認

しつつ時点をアップデートして、できる限り詳細な記載に努めていきたいと考えております。 
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 事務局からは以上でございます。 

【諸富小委員長】  お答え、ありがとうございました。 

 ほかに御発言がおありの委員の方はいらっしゃいますでしょうか。皆様、おっしゃりたいことはおっし

ゃっていただけましたでしょうか。 

 そうしましたら、議論も尽きたと思いますし、皆様、修正点を確認していただき、再修正ほか、追加説

明、いろいろと御提案いただきましたので、池上会長及び事務局のほうで最終的な文言を取りまとめてい

くという作業になるかと思います。 

 皆様、熱心な御討議をありがとうございました。本日の委員の追加的な御意見も踏まえた上で、改めて

案文の修正を行って、池上会長と私及び事務局にお任せいただきたいと思いますが、それでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

【諸富小委員長】  ありがとうございます。 

 皆様の御了解をいただきましたので、修正を行った上で答申案として今度は総会のほうにかけさせてい

ただくことになります。ありがとうございました。 

 最後に、事務局から今後の日程等の説明をお願いいたします。 

【三浦税制調査担当部長】  答申の取りまとめに向けまして、今月に総会を２回開催したいと存じます。

第２回総会は１０月１４日木曜日、第３回総会は１０月２２日金曜日、いずれも午前１０時からオンライ

ン開催とさせていただきたいと存じます。 

 事務局等におきましては、第２回総会は都庁第１本庁舎７階の中会議室、第３回総会は都庁第１本庁舎

７階の大会議室を予定してございます。 

 なお、本日の議事録につきましては、後日改めてホームページに掲載される予定となっております。 

 最後になりますが、私ども事務局におきまして本答申の広報ＰＲ用として作成をいたしました「令和３

年度東京都税制調査会答申・概要版」のデータを各委員の皆様に送らせていただいております。この内容

についても、後ほど御確認をいただければと存じます。 

 事務局からの御連絡は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【諸富小委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事をこれにて終了といたします。 

 本日は、お忙しい中、御参集をいただきましてありがとうございました。これをもちまして、第５回小

委員会を閉会とさせていただきたいと思います。 

 皆様、どうもお疲れさまでした。 

── 了 ── 


